
 ３１ 

令和２年第６回常陸太田市議会定例会会議録 

 

令和２年９月１日（火） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

令和２年９月１日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 報告第 ９ 号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

      報告第１０号 令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

日程第 ３ 議案第４９号 常陸太田市大里ふれあい広場野球場防球ネット設置工事請負契約に 

             ついて 

      議案第５０号 充電保管庫（タブレット収納庫）購入契約について 

日程第 ４ 議案第５１号 令和元年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算認定について 

      議案第５２号 令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第５３号 令和元年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第５４号 令和元年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

      議案第５５号 令和元年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に 

             ついて 

      議案第５６号 令和元年度常陸太田市工業用水事業会計剰余金の処分及び決算の認 

             定について 

      議案第５７号 令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計剰余金の処分及び決算の認 

             定について 

      議案第５８号 令和元年度常陸太田市下水道事業等会計剰余金の処分及び決算の認 

             定について 

日程第 ５ 議案第５９号 令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）について 

      議案第６０号 令和２年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に 

             ついて 

      議案第６１号 令和２年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

             について 

      議案第６２号 令和２年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）につい 

             て 

      議案第６３号 令和２年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）について 

      議案第６４号 令和２年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第１号）につ 

             いて 
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      議案第６５号 令和２年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）につい 

             て 

      議案第６６号 令和２年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第１号）につい 

             て 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 報告第９号ないし報告第１０号（一括上程・報告案件説明） 

 日程第 ３ 議案第４９号ないし議案第５０号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ４ 議案第５１号ないし議案第５８号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第５９号ないし議案第６６号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    １２番   成 井 小太郎 議 長   １１番   高 星 勝 幸 副議長 

     １番   森 山 一 政 議 員    ２番   小 室 信 隆 議 員 

     ３番   菊 池 勝 美 議 員    ４番   諏 訪 一 則 議 員 

     ５番   藤 田 謙 二 議 員    ６番   深 谷   渉 議 員 

     ７番   平 山 晶 邦 議 員    ８番   益 子 慎 哉 議 員 

     ９番   菊 池 伸 也 議 員   １０番   深 谷 秀 峰 議 員 

    １３番   茅 根   猛 議 員   １４番   川 又 照 雄 議 員 

    １５番   後 藤   守 議 員   １６番   黒 沢 義 久 議 員 

    １７番   髙 木   将 議 員   １８番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       石 川 八千代 教 育 長    加 瀬 智 明 政策推進室理事 

       綿 引 誠 二 総 務 部 長    岡 部 光 洋 企 画 部 長 

       鈴 木   淳 市民生活部長    柴 田 道 彰 保健福祉部長 

       根 本 勝 則 農 政 部 長    小 瀧 孝 男 商工観光部長 

       古 内   宏 建 設 部 長    磯 野 初 郎 会 計 管 理 者 

       畠 山 卓 也 上下水道部長    宇 野 智 明 消 防 長 

       武 藤 範 幸 教 育 部 長    榊   一 行 農業委員会事務局長 

       岡 田 和 也 秘 書 課 長    中 野   亘 総務部次長兼総務課長  

       江 幡   治 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 
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       笹 川 雅 之 事 務 局 長    富 田 弘 明 次長兼議事係長 

       小 林 博 則 総 務 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○成井小太郎議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１８名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより令和２年第６回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○成井小太郎議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     ５番   藤 田 謙 二 議 員    １５番   後 藤   守 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○成井小太郎議長 諸般の報告を行います。 

 最初に，「地方自治法」第２３３条第５項の規定により，令和元年度常陸太田市一般会計及び

特別会計決算に係る主要な施策の成果報告書が別紙のとおり提出されておりますので，ご報告い

たします。 

 次に，監査委員から令和２年７月及び８月の例月現金出納検査の結果について，報告書が別紙

写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。また，同じく監査委員から令和２年

度財政援助団体監査報告書が提出されておりますので，ご報告いたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に，「地方自治法」第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席す

るよう要求いたしましたのでご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  石 川 八千代 君    政策推進室理事  加 瀬 智 明 君 

 総 務 部 長  綿 引 誠 二 君    企 画 部 長  岡 部 光 洋 君 

 市民生活部長  鈴 木   淳 君    保健福祉部長  柴 田 道 彰 君 

 農 政 部 長  根 本 勝 則 君    商工観光部長  小 瀧 孝 男 君 

 建 設 部 長  古 内   宏 君    会 計 管 理 者  磯 野 初 郎 君 

 上下水道部長  畠 山 卓 也 君    消 防 長  宇 野 智 明 君 

 教 育 部 長  武 藤 範 幸 君    農業委員会事務局長  榊   一 行 君 

 秘 書 課 長  岡 田 和 也 君    総務部次長兼総務課長  中 野   亘 君 
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 監 査 委 員  江 幡   治 君 

 以上，１９名でございます。 

            ─────────────────── 

 市長挨拶 

○成井小太郎議長 この際，市長より招集のご挨拶を願います。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 皆様，おはようございます。令和２年第６回の市議会定例会を招集いたしま

したところ，議員各位におかれましては，ご多忙中にもかかわらず，ご出席を賜りまして誠にあ

りがとうございます。また，日頃から議員の皆様には，市政の進展と円滑なる運営のために格別

なるご高配を賜り，深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 初めに，安倍首相が健康上の理由から先週金曜日に辞任をする意向を表明されました。これま

で経済再生や地方創生など我が国及び地方発展のためにご尽力されましたことに対しまして深く

敬意を表しますとともに，一日も早いご回復をお祈り申し上げます。 

 さて，国の緊急事態宣言解除後，一度は感染拡大が収まっておりました新型コロナウイルスで

ございますが，８月に入りまして全国では累計感染者数が４万人を超え，さらに１週間後には１

万人が増加をし，現在では６万人を超える感染者数となっております。茨城県におきましても，

７月までの感染者数は２００人程度でございましたが，８月に入りまして，夜の街や昼のカラオ

ケ店などでの集団感染が発生をし，現在は５００人を超える感染者数となってきております。当

市におきましても，８月に７名が感染をし，これまでに９名の感染者が確認をされております。

こうした状況の中におきまして，この夏は感染者の増加に加え，猛暑によります熱中症患者の増

加等が危惧されましたことから，こうした事態を避けるべく，８月に入り，防災無線等によりま

して，不要不急の外出，あるいは首都圏からの帰省等につきまして，市民の皆様方に慎重な対応

の呼びかけを繰り返して行ってきたところでございます。 

 茨城県におきましては，８月１７日の知事記者会見において，県独自の通知システムにつきま

して事業者と県民の利用登録を義務化し，感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るための条例

を今９月の県議会に提案をしていくこととしております。 

 市民の皆様にはコロナ禍によりご不便やご負担をおかけしておりますが，感染を抑え込み，地

域経済を回復させていくためには，市民お一人おひとりのご理解とご協力が肝要になってまいり

ます。引き続き３密を避け，外出時のマスクの着用，小まめな手洗いうがいなど，衛生対策に努

めていただきますようお願いをいたします。 

 次に，６月定例会及び７月臨時会におきましてご承認をいただいております新型コロナウイル

ス感染症対策等の進捗状況についてご報告をさせていただきます。 

 初めに，６月に予算化をさせていただきましたコロナ禍における災害対応機能強化でございま

すが，感染防止用の間仕切り，発熱者隔離用テント等の準備が整いましたことから，去る８月３

日に初動対応訓練といたしまして，災害対策本部会議を開催し，以後４日間にわたりまして市職

員と避難所となります学校の先生方を対象に，コロナ禍での避難所の開設，運営体制及び資機材
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等の設置訓練等を行ってきたところでございます。今後の台風シーズンに備えまして，訓練での

課題や改善点等の確認を行いながら，災害時の対応に万全を期してまいります。 

 また，ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた環境整備につきましては，現在，県との共同購入

を行いますタブレット型パソコン等につきまして，県の取りまとめが行われているところでござ

います。その他，モバイルルーター，電子黒板，カメラ等の設置に向けた諸準備を進めていると

ころでございまして，引き続き，児童生徒の学びを保証するため，遅れが生じぬよう対応してま

いります。 

 なお，小中学校の修学旅行につきましては，実施時期等を変更しながら検討してまいりました

が，全国的な感染者の増加や児童生徒の旅行中の発熱などへの対応等が困難なことから中止とし

たところでございますが，学年末までに子どもたちの思い出作りとなります代替事業ができない

か検討しているところでございます。 

 また，幼稚園，小中学校の運動会につきましては，午前中のみの開催として，来場者の制限な

ど，規模を縮小して開催をすることとしております。 

 次に，７月臨時会で予算化をさせていただきました各種事業につきまして，現在，遅滞なく進

めているところでございます。そのような中，８月８日，９日に開催をいたしましたドライビン

グシアターでございますが，２日間で１２０台４２０名の方々が鑑賞されまして，参加をされた

皆様からもご好評をいただいたところでございます。子どもたちにとりましても，夏休みのよい

思い出になったものと実感をした次第でございます。 

 また，地域経済の活性化及び事業者向け支援事業でございますが，まず，プレミアム付商品券

につきまして，８月１７日から９月４日までの期間で募集を行っているところでございまして，

利用期間が９月２３日から令和３年１月末までとなってまいります。 

 また，国の持続化給付金の支給対象とならない市内の事業者等に対します支援金のほか，観光

バス・タクシー事業者支援，宿泊事業者支援，飲食店支援等につきましては，８月１７日から申

請の受付を行っているところでございまして，申請後は審査を経て，速やかに交付をしてまいり

ます。 

 引き続き，感染拡大防止，そして社会経済活動の両立を図りますために，事業者等の協力をい

ただきながら，各種施策について遅滞なく進めてまいります。 

 続きまして，令和元年度の普通会計決算の概要につきましてご報告をさせていただきます。 

 令和元年度決算の実質収支につきましては，１１億1,５００万円の黒字，かつ昨年度の黒字額

を上回りましたことから，昨年度からの繰越金を除きますと，単年度収支におきましても４億8,

８００万円の黒字となったところでございます。財政調整基金から８億5,０００万円を活用しま

したことから，３億6,２００万円の赤字となったところでございます。 

 また，経常収支比率につきましては，公債費の減によりまして前年度比1.４ポイント減の９1.

３％となりました。これに伴い，自由に使えます経常一般財源から投資的経費として活用するこ

とができたところであります。 

 積立金及び市債の実質現在高は，財政調整基金の取崩しや臨時財政対策債の借入れ抑制などに
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よりまして，積立金残高が前年度比８億3,０００万円減の１６４億8,１００万円。市債残高は，

前年度比で4,２００万円減の１８４億2,０００万円となります。全会計では，３２４億7,９００

万円となっております。 

 なお，健全化判断比率等につきましては後ほどご説明申し上げますが，公債費，市債現在高が

減額となりましたことから，引き続き，将来負担比率は発生しておらず，各比率とも良好な状況

と考えております。 

 続きまして，今回提案いたします一般会計補正予算の主なものにつきましてでございますが，

コロナウイルス感染症対策に関します補正予算といたしましては，子育て世帯向け事業，事業者

向け事業，避難所及び公共施設等の感染防止対策，テレワーク及びオンライン会議等の環境整備

等に関わる費用を計上しております。また，市職員の定期人事異動等に伴います人件費の補正の

ほか，「地方財政法」に基づく歳計余剰金の積立て，法律の改正等によりますシステムの改修，

災害ごみ仮置き場の返還に伴う現状復旧費，施設栽培組合が行います基盤整備事業，簡易水道事

業及び下水道事業への補助金等の費用を追加するものでございます。 

 なお，今回の簡易水道事業及び下水道事業への補助等につきましては，公営企業会計へ移行後，

資産等の再評価を行い，減価償却費の額を当初予算へ計上すべきところでございましたが，作業

の遅れから，今回の補正として追加をいたすものでございます。 

 続きまして，本定例会に提案をさせていただきます案件でございますが，令和元年度の決算に

基づきます健全化判断比率及び資金不足比率の報告が各１件，工事請負契約１件，物品購入契約

１件，令和元年度歳入歳出決算認定８件，令和２年度の補正予算８件，合わせまして２０件でご

ざいます。なお，今会期中に人事案件１件を追加提案する予定でございます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに副市長及び担当部長からそれぞれ

ご説明をさせていただきます。 

 各議案とも慎重にご審議をいただきまして，原案のとおり可決，認定，同意を賜りますようお

願いを申し上げまして，招集の挨拶といたします。 

            ─────────────────── 

○成井小太郎議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたし

ます。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○成井小太郎議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本日から９月１８日ま

で１８日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○成井小太郎議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から９月１８日まで１８日間と決定いたしました。 
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            ─────────────────── 

 日程第２ 報告第９号ないし報告第１０号 

○成井小太郎議長 次，日程第２，報告第９号令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告に

ついて，報告第１０号令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について，以上２件を一括議

題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者に代わりまして，ご説明いたします。 

 議案書の１ページをお開き願います。 

 報告第９号は，令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告についてでございます。「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項の規定により，令和元年度決算に基づき算

定した健全化判断比率を監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 １の実質赤字比率でございますが，一般会計における実質赤字額の標準財政規模に対する比率

でございます。令和元年度の一般会計における実質収支は黒字で決算しておりますので，比率は

発生しておりません。 

 次に，２の連結実質赤字比率でございますが，一般会計に加え，公営企業会計など，全ての会

計における実質収支の赤字額または資金不足額の標準財政規模に対する比率でございます。こち

らにつきましても，全ての会計において黒字で決算しておりますので，比率は発生しておりませ

ん。 

 続きまして，３の実質公債費比率でございますが，公営企業会計などにおける地方債の返済額

のうち，一般会計が負担すべき返済額を含めた全ての一般会計が負担する地方債の返済額の標準

財政規模に対する比率でございます。比率は1.９％となっており，市の財政運営に国の関与を受

けることとなる早期健全化基準の２５％を大きく下回っております。 

 最後に，４の将来負担比率でございますが，一般会計が将来負担することとなる地方債の返済

額などの標準財政規模に対する比率でございます。こちらにつきましては，基金などの充当可能

な財源の合計額が将来負担することとなる地方債の返済額などを上回っておりますことから，比

率は発生しておりません。 

 ３ページから６ページに監査委員の意見書を，また，別途参考資料といたしまして健全化判断

比率の算出シートを提出させていただきましたので，併せまして後ほどご覧おき願います。 

 報告第９号は以上でございます。 

 続きまして，７ページをお開き願います。 

 報告第１０号は，令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告についてでございます。 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第２２条第１項の規定により，令和元年度決算

に基づき算定した資金不足比率を監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。 
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 資金不足比率でございますが，各公営企業ごとの資金不足額が料金収入などの事業規模に対し

てどの程度になっているかを表す比率でございます。資金不足額は一般会計における実質赤字額

に相当するものでございますが，記載の全ての公営企業会計において黒字決算であるため，比率

は発生しておりません。 

 ９ページから１０ページにかけまして，監査委員の意見書を付してございますので，後ほどご

覧置き願います。 

 報告案件に係る私からの説明は以上でございます。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第４９号ないし議案第５０号 

○成井小太郎議長 次，日程第３，議案第４９号常陸太田市大里ふれあい広場野球場防球ネット

設置工事請負契約について，議案第５０号充電保管庫（タブレット収納庫）購入契約について，

以上２件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者に代わりまして，ご説明いたします。 

 議案書の１１ページをお開き願います。 

 議案第４９号は，常陸太田市大里ふれあい広場野球場防球ネット設置工事請負契約についてで

ございます。本年８月１９日に，一般競争入札に付した常陸太田市大里ふれあい広場野球場防球

ネット設置工事について請負契約を締結するため「地方自治法」第９６条第１項第５号の規定に

基づき，議会の議決をお願いするものでございます。 

 ３の契約の金額は１億5,３４５万円。 

 ４の契約の相手方は，有限会社黒澤組と有限会社冨岡工務店による黒澤・冨岡特定建設工事共

同企業体でございます。代表者は，常陸太田市千寿町の有限会社黒澤組代表取締役，黒沢忠でご

ざいます。 

 １２ページをお開き願います。 

 工事の概要でございます。１の工事場所は，常陸太田市大里町４４０１番地。 

 ２の工事内容でございますが，防球ネット支柱工１６本，防球ネット装柱工3,８８３平方メー

トル，既設防球ネットの撤去工，支柱６本，ワイヤー，ネット等７１０平方メートルでございま

す。１３ページに全体平面図，１４ページに展開図がございますので，後ほどご覧置き願います。 

 議案第４９号は以上でございます。 

 続きまして，１５ページをお開き願います。 

 議案第５０号は，充電保管庫購入契約についてでございます。 

 本年８月１８日に一般競争入札に付した充電保管庫について購入契約を締結するため，「地方

自治法」第９６条第１項第８号の規定に基づき，議会の議決をお願いするものでございます。 

 ３の契約の金額は，1,２８４万6,９００円。 
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 ４の契約の相手方は，日立市日高町５丁目９番１５号，エイチ・シー・ネットワークス株式会

社茨城支店，支店長西野幸司でございます。 

 この充電保管庫は，ＩＣＴ教育を実施するためのパソコンを充電保管するため，市内の各小中

学校に配備するものでございます。１６ページに今回購入する充電保管庫の概要がございますの

で，後ほどご覧おき願います。 

 なお，本件の予定価格は2,０００万円以上でありましたので，「地方自治法」の規定に基づき，

議会の議決をお願いするものでございます。 

 提出議案に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げま

す。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第５１号ないし議案第５８号 

○成井小太郎議長 次，日程第４，議案第５１号令和元年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算認

定について，議案第５２号令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て，議案第５３号令和元年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について，議

案第５４号令和元年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について，議案第５５号令

和元年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案第５６号令和元年

度常陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案第５７号令和元年

度常陸太田市簡易水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案第５８号令和元年度

常陸太田市下水道事業等会計剰余金の処分及び決算の認定について，以上８件を一括議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。会計管理者。 

〔磯野初郎会計管理者 登壇〕 

○磯野初郎会計管理者 議案第５１号から議案第５４号の令和元年度常陸太田市一般会計並びに

特別会計の歳入歳出決算につきまして，提案者に代わりご説明申し上げます。 

 決算書１ページをお開き願います。 

 議案第５１号から議案第５４号令和元年度常陸太田市一般会計並びに特別会計歳入歳出決算認

定について，「地方自治法」第２３３条第３項の規定により，令和元年度常陸太田市一般会計並

びに特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を添えて議会の認定に付する。令和２年９月１日提

出，市長名でございます。 

 ４ページ右側をお開き願います。 

 初めに，議案第５１号令和元年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算についてご説明申し上げま

す。 

 ５ページをお開き願います。 

 歳入決算額は２６８億４８９万9,８５１円で，予算額に対します収入率は９3.４％でございま

す。歳出決算額は２５０億3,７８１万2,８９８円で，予算額に対します執行率は８7.３％でござ
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います。歳入歳出差引き残額は１７億6,７０８万6,９５３円。内訳を申し上げますと，１１億1,

７３７万1,５３７円が翌年度への繰越額，６億4,９７１万5,４１６円が繰越明許費の一般財源分

でございます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入ですが，歳入予算額は２８６億8,５９９万5,０８０円。調定額は２７０億2,２５９万1,６

３０円。予算額に対します調定率は９4.２％でございます。収入済歳入額は，歳入決算額と同額

でございます。不納欠損額の７３１万4,０３１円は「地方税法」の規定に基づき，該当する市税

滞納分を欠損処分した金額でございます。また，収入未済歳入額２億1,０３７万7,７４８円の主

なものは，市税，市営住宅使用料等の未納分でございます。 

 次に，歳出でございますが，歳出予算額は歳入予算額と同額，支出済歳出額は歳出決算額と同

額でございます。繰越明許費は２５億1,０２６万１６６円でございます。これは衛生費，農林水

産業費，土木費，消防費，教育費，災害復旧費の２６事業に係る繰越事業費でございます。不用

額は１１億3,７９２万2,０１６円でございます。主に総務費，民生費，衛生費，消防費，教育費

等でございます。 

 ただいまご説明いたしました内容の款項別明細が６ページから１５ページに，また，「地方自

治法」施行令第１６６条第２項に基づきます説明資料としての事項別明細書が４０ページから２

８１ページに，実質収支に関する調書が２８２ページに，財産に関する調書が３６４ページから

３７０ページに記載されておりますので，それぞれご覧いただきたいと存じます。 

 なお，これからご説明申し上げます各特別会計決算書説明欄の収入済歳入額，歳出予算額，支

出済歳出額につきましては，一般会計と同様の説明となりますので省略をさせていただきます。 

 １６ページ，右側をお開き願います。 

 続きまして，議案第５２号令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

ご説明申し上げます。 

 １７ページをお開き願います。 

 歳入決算額は５８億1,１５９万7,３７２円で，予算額に対します収入率は１０1.３％でござい

ます。また，歳出決算額は５６億4,９２６万3,６８２円でございます。予算額に対します執行率

は９8.５％でございます。歳入歳出差引き残額は１億6,２３３万3,６９０円で，翌年度への繰越

額でございます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入でございますが，歳入予算額は５７億3,４８６万7,０００円，調定額は５９億4,１４５万

８７３円で，予算額に対します調定率は１０3.６％でございます。不納欠損額は1,１２３万7,２

７７円で，主に「地方税法」の規定に基づき該当する保険税滞納分を欠損処分したものでござい

ます。収入未済歳入額は１億1,８６１万6,２２４円で，主に保険税の未納分でございます。 

 歳出でございますが，不用額は8,５６０万3,３１８円で，主に保険給付費，保健事業費及び予

備費等でございます。なお，款項別明細が１８ページから２１ページに，事項別明細書が２８４

ページから３１５ページに，実質収支に関する調書が３１６ページに記載されておりますので，
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ご覧いただきたいと存じます。 

 ２２ページ，右側をお開き願います。 

 次に，議案第５３号令和元年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説

明申し上げます。 

 ２３ページをお開き願います。 

 歳入決算額は７億６９５万5,１７９円で，予算額に対します収入率は９8.３％でございます。

また，歳出決算額は７億４５０万7,９７６円で，予算額に対します執行率は９7.９％でございま

す。歳入歳出差引き残額２４４万7,２０３円は翌年度への繰越額でございます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入でございますが，歳入予算額は７億1,９４４万2,０００円，調定額は７億８６５万9,６７

２円で，予算額に対します調定率は９8.５％でございます。不納欠損額１１万8,０００円は「高

齢者の医療の確保に関する法律」の規定に基づき，該当する保険料滞納分を欠損処分したもので

ございます。収入未済歳入額１５８万6,４９３円は，保険料の未納分でございます。 

 歳出でございますが，不用額は1,４９３万4,０２４円で，主に，後期高齢者医療広域連合納付

金予備費等でございます。なお，款項別明細が２４ページから２７ページに，事項別明細書が３

１８ページから３２５ページに，実質収支に関する調書が３２６ページに記載されておりますの

でご覧いただきたいと存じます。 

 ２８ページ，右側をお開き願います。 

 次に，議案第５４号令和元年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算についてご説明申し

上げます。 

 ２９ページをお開き願います。 

 歳入決算額は５９億5,９３７万9,０００円で，予算額に対します収入率は９9.９％でございま

す。歳出決算額は５８億7,４３４万9,４８８円で，予算額に対します執行率は９8.４％でござい

ます。歳入歳出差引き残額8,５０２万9,５１２円は翌年度への繰越額でございます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入でございますが，歳入予算額は５９億6,７９８万9,０００円，調定額は５９億7,０９０万

1,０５５円で，予算額に対します調定率は１０0.０％でございます。不納欠損額２７０万7,５９

６円は，「介護保険法」の規定に基づき，該当する保険料を欠損処分したものでございます。収

入未済歳入額８８１万4,４５９円は，保険料等の未納分でございます。 

 歳出でございますが，不用額は9,３６３万9,５１２円で，主に保険給付費，地域支援事業費及

び予備費等でございます。 

 なお，款項別明細が３０ページから３５ページに，事項別明細書が３２８ページから３６１ペ

ージに，実質収支に関する調書が３６２ページに記載されておりますので，ご覧いただきたいと

存じます。 

 なお，「地方自治法」第２３３条第５項の規定により提出が求められております各会計の主要

な施策の成果を説明する書類につきましては，別冊，令和元年度決算に係る主要な施策の成果報
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告書をご覧いただきたいと存じます。 

 以上で，議案第５１号から議案第５４号の令和元年度常陸太田市一般会計並びに特別会計の歳

入歳出決算につきましての説明を終わります。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げます。 

○成井小太郎議長 上下水道部長。 

〔畠山卓也上下水道部長 登壇〕 

○畠山卓也上下水道部長 提案者に代わりまして，議案第５５号から議案第５８号までの４件に

ついてご説明いたします。 

 恐れ入りますが，別冊横長の議案書，令和元年度常陸太田市公営企業会計決算書を１枚おめく

り願います。 

 議案第５５号から議案第５８号につきましては，令和元年度常陸太田市水道事業会計剰余金の

処分及び決算の認定，常陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定，常陸太田市

簡易水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定，並びに，常陸太田市下水道事業等会計剰余金の

処分及び決算の認定につきまして，「地方公営企業法」第３２条第２項の規定に基づき，令和元

年度常陸太田市水道事業会計決算，常陸太田市工業用水道事業会計決算，常陸太田市簡易水道事

業会計決算及び常陸太田市下水道事業等会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとお

り処分し，併せて同法第３０条第４項の規定に基づき，令和元年度常陸太田市水道事業会計，常

陸太田市工業用水道事業会計，常陸太田市簡易水道事業会計，並びに，常陸太田市下水道事業等

会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものでございます。 

 初めに，議案第５５号令和元年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございます。

第１款水道事業収益の予算額合計は１２億5,０９０万1,０００円で，決算額は１２億2,４１９万

5,５１３円となり，予算額に対する収入率は９7.９％となっております。 

 ２ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款水道事業費用の予算額合計は１２億3,８５８万9,０００円で，決

算額は１１億2,５８５万2,７７５円となり，予算額に対する執行率は９0.９％となっております。 

 ３ページをご覧願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の収入でございます。第１款資本的収入の予算額合計は４億4,７

４２万5,０００円で，決算額は３億8,９５３万6,２３３円となり，予算額に対する収入率は８7.

１％となっております。 

 ４ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は９億6,１９２万4,０００円で，決算額

は８億8,７７０万4,８４１円となり，予算額に対する執行率は９2.３％となっております。 

 なお，欄外に記載してございますが，資本的収入が資本的支出額に不足する額４億9,８１６万

8,６０８円につきましては，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,５８４万９８６
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円及び過年度分損益勘定留保資金４億5,２３２万7,６２２円で補塡をいたしました。 

 次に，５ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の給水収益と（２）のその他の営業収益を合わ

せまして９億8,４１６万1,０７０円でございます。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の原水及び浄水費から（５）の資産減耗費まで合わせま

して９億6,４３９万2,６０３円で，営業利益は右端の列，上から１行目になりますが，1,９７６

万8,４６７円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（４）の雑収益まで合わせ

まして１億3,５７７万9,４１０円でございます。 

 ４の営業外収益につきましては，（１）の支払い利息及び企業債取扱諸費と（２）の雑支出を

合わせまして，１億４９５万3,８７５円でございます。その結果，経常利益につきましては，右

端の列，下から１行目になりますが，5,０５９万4,００２円となりました。 

 ５の特別利益でございますが，（１）の固定資産売却益と（２）の他会計補助金と合わせまし

て1,６４４万４７３円でございます。 

 ６ページをお開き願います。 

 ６の特別損失でございますが，（１）固定資産売却益売却損と（２）災害による損失と合わせ

まして1,５１７万1,３９４円でございます。その結果，当年度純利益は，右端の列，上から２行

目になりますが，5,１８６万3,０８１円となっております。前年度繰越利益剰余金が3,０６６万

6,３３０円，その他未処分剰余金変動額がゼロ円でございますので，当年度未処分利益剰余金に

つきましては，右端の列，下から１行目になりますが，8,２５２万9,４１１円となっております。 

 ７ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市水道事業剰余金計算書でございますが，ここでの説明は省略をさせてい

ただきますので，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 ８ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市水道事業剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げます。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明をさせていただきま

した当年度末残高8,２５２万9,４１１円のうち，5,１８６万3,０８１円を減債積立基金に積立て

まして，処分後残高を3,０６６万6,３３０円とするものでございます。 

 ９ページをご覧願います。 

 令和２年３月３１日における貸借対照表でございます。 

 まず，資産の部でございますが，１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計は，１

０ページの右端の列，上から２行目になりますが，１３５億2,４１０万1,５０７円でございます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，４の流動負債，１１ページ，５の繰延べ収益

まで合わせました負債合計は，１１ページの右端の列，上から２行目になりますが，７４億1,８

４４万1,９０４円でございます。 
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 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，右端の

列，下から２行目になりますが，６１億５６５万9,６０３円で，負債と資本を合わせました合計

は，右端の列，下から１行目になりますが，１３５億2,４１０万1,５０７円でございます。１５

ページから決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧おきいただきたいと存

じます。 

 議案第５５号は以上でございます。 

 続きまして，議案第５６号令和元年度常陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の

認定についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，３５ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市工業用水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でござい

ます。第１款工業用水道事業収益の予算額合計は１億1,４６８万2,０００円で，決算額は9,９０

５万3,６９１円となり，予算額に対する収入率は８6.４％となっております。 

 ３６ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款工業用水道事業費用の予算額合計は１億1,４２６万6,０００円で，

決算額は9,７０４万8,５９７円となり，予算額に対する執行率は８4.９％となっております。 

 ３７ページをごらん願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の収入でございます。第１款資本的収入の予算額合計は６７０万

円で，決算額は６７０万円となり，予算額に対する収入率は１００％となっております。 

 ３８ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は2,８００万円で，決算額は2,６６５万

8,０１３円となり，予算額に対する執行率は９5.２％となっております。 

 なお，欄外に記載してございますが，資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,９９５万8,

０１３円につきましては，過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８０万円，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１１２万9,０９１円及び過年度分損益勘定留保資金1,８

０２万8,９２２円で補塡をいたしました。 

 次に，３９ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市工業用水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の給水収益で5,０３６万3,６４０円でございま

す。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の原水及び浄水費から（５）の資産減耗費まで合わせま

して8,８６４万5,０７４円で，営業損失は，右端の列，上から１行目になりますが，3,８２８万

1,４３４円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（４）の雑収益まで合わせ

まして3,９５８万2,７２８円でございます。 

 ４の営業外費用につきましては，（１）の支払い利息及び企業債取扱諸費と（２）の雑支出と

合わせまして，７１万4,２９１円でございます。その結果，経常利益につきましては，右端の列，
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上から３行目になりますが，５８万7,００３円となりました。 

 ５の特別利益でございますが，（１）の他会計補助金で３７８万3,０００円でございます。 

 ６の特別損失でございますが，（１）の災害による損失で３４９万4,０００円でございます。

その結果，当年度純利益は，右端の列，下から１行目になりますが，８７万6,００３円となって

おります。 

 ４０ページをお開き願います。 

 前年度繰越利益剰余金が３７４万3,５９８円，その他未処分利益剰余金変動額がゼロ円でござ

いますので，当年度未処分利益剰余金につきましては，右端の列，下から１行目になりますが，

４６１万9,６０１円となっております。 

 ４１ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市工業用水道事業剰余金計算書でございますが，説明は省略させていただ

きますので，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 ４２ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げま

す。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明させていただきまし

た当年度末残高４６１万9,６０１円のうち，８７万6,００３円を減債積立金に積み立てまして，

処分後残高を３７４万3,５９８円とするものでございます。 

 ４３ページをご覧願います。 

 令和２年３月３１日における対備対照表でございます。まず，資産の部でございますが，１の

固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計は，右端の列，下から１行目になります８億6,

０４０万8,２０４円でございます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，４４ページの４，流動負債，５の繰越収益ま

で合わせました負債合計は，４４ページの右端の列，下から２行目になりますが，４億1,７２３

万6,０４０円でございます。 

 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，４５ペ

ージ，右端の列，上から２行目になりますが，４億4,３１７万2,１６４円で，負債と資本を合わ

せました合計は，右端の列，下から１行目になりますが，８億6,０４０万8,２０４円でございま

す。４９ページから，決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧おきいただ

きたいと存じます。 

 議案第５６号につきましては以上でございます。 

 続きまして，議案第５７号令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計剰余金の処分及び決算の認

定についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，６３ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市簡易水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございま

す。第１款簡易水道事業収益の予算額合計は３億9,１９２万8,０００円で，決算額は３億7,３７
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５万4,７４７円となり，予算額に対する収入率は９5.４％となっております。 

 ６４ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款簡易水道事業費用の予算額合計は３億8,９２７万8,０００円で，

決算額は３億4,５９０万9,６５９円となり，予算額に対する執行率は８8.９％となっております。 

 ６５ページをご覧願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の収入でございます。第１款資本的収入の予算額合計は6,８２８

万2,０００円で，決算額は6,５３５万2,４６０円となっており，予算額に対する収入率は９5.７％

となっております。 

 ６６ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は１億5,７００万4,０００円で，決算額

は１億2,０９２万8,１７５円となり，予算額に対する執行率は７7.０％となっております。 

 なお，欄外に記載してございますが，資本的収入額が資本的支出額に不足する額5,５５７万5,

７１５円につきましては，当年度利益剰余金４７１万9,０００円，当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額２２万5,７２３円，過年度分損益勘定留保資金3,２４７万8,００１円及び当

年度分損益勘定留保資金1,８１５万2,９９１円で補塡をいたしました。 

 次に，６７ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市簡易水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の給水収益と（２）のその他の営業収益を合わ

せまして１億８２０万4,５１０円でございます。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の原水及び浄水費から（５）の資産減耗費まで合わせま

して，３億９０１万5,３５１円で，営業損失は，右端の列，上から１行目になりますが，２億８

１万８４１円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（４）の雑収益まで合わせ

まして２億4,４９１万8,９６０円でございます。 

 ４の営業外費用につきましては，（１）の支払い利息及び企業債取扱諸費と（２）の雑支出と

合わせまして1,５００万5,０８２円でございます。その結果，経常利益につきましては，右端の

列，下から１行目になりますが，2,９１０万3,０３７円となりました。この特別利益でございま

すが，（１）の他会計補助金で８９５万5,５２９円でございます。 

 ６の特別損失でございますが，（１）の災害による損失と，６８ページの（２）のその他特別

損失と合わせまして1,２５４万1,０１３円でございます。その結果，当年度純利益は，右端の列，

上から２行目になりますが，2,５５１万7,５５３円となっております。前年度繰越利益剰余金及

びその他未処分利益剰余金変動額はございませんので，当年度未処分利益剰余金は，右端の列，

下から１行目になりますが，2,５５１万7,５５３円となっております。 

 ６９ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市簡易水道事業剰余金計算書でございますが，説明は省略させていただき

ますので，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 
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 ７０ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市簡易水道事業剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げます。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明させていただきまし

た当年度末残高2,５５１万7,５５３円のうち資本的収支の不足額に補塡いたしました４７１万9,

０００円を資本金に組入れ，処分後残高を2,０７９万8,５５３円とするものでございます。これ

によりまして，左端の列，資本金につきましては，処分後残高が１億5,４９９万4,２７９円とな

るものでございます。 

 ７１ページをご覧願います。 

 令和２年３月３１日における貸借対照表でございます。 

 まず，資産の部でございますが，１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計は，７

２ページの右端の列，上から２行目になりますが，２６億１８３万8,２０１円でございます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，４の流動負債，７３ページ，５の繰延べ収益

まで合わせました負債合計は，７３ページ右端の列，上から２行目になりますが，２３億9,９３

５万2,４６４円でございます。 

 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，右端の

列，下から２行目になりますが，２億２４８万5,７３７円で，負債と資本を合わせました合計は，

右端の列，下から１行目になりますが，２６億１８３万8,２０１円でございます。 

 ７７ページから決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧置きいただきた

いと存じます。 

 議案第５７号につきましては以上でございます。 

 続きまして，議案第５８号令和元年度常陸太田市下水道事業等会計剰余金の処分及び決算の認

定についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，９３ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市下水道事業等決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございま

す。第１款下水道事業等収益の予算額合計は１９億8,４１７万1,０００円で，決算額は１９億8,

００２万1,８３１円となり，予算額に対する収入率は９9.８％となっております。 

 ９４ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款下水道事業等費用の予算額合計は１６億7,８１４万8,０００円で，

決算額は１５億3,７６２万3,７２１円となり，予算額に対する執行率は９1.６％となっておりま

す。 

 ９５ページをご覧願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の収入でございます。第１款資本的収入の予算額合計は６億４７

７万5,０００円で，決算額は３億4,７４７万４７０円となり，予算額に対する収入率は５7.５％

となっております。 

 ９６ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は１１億9,８６１万9,０００円で，決算
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額は９億3,７９４万7,７０９円となり，予算額に対する執行率は７8.３％となっております。 

 なお，欄外に記載してございますが，資本的収入額が資本的支出額に不足する額５億9,０４７

万7,２３９円につきましては，当年度利益剰余金２億1,１９１万6,０００円，当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額８１１万8,４５１円，過年度分損益勘定留保資金１億2,２０２万

7,８２５円及び当年度分損益勘定留保資金２億4,８４１万4,９６３円で補塡をいたしました。 

 次に，９７ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市下水道事業等損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の下水道使用料と（２）のその他の営業収益と

合わせまして，３億9,１２２万8,７５０円でございます。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の管渠費から（８）の排水設備費まで合わせまして１２

億9,１６１万6,８１２円で，営業損失は，右端の列，上から１行目になりますが，９億３８万8,

０６２円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（５）の雑収益まで合わせ

まして，１５億４９６万3,０６６円でございます。 

 ４の営業外費用につきましては，（１）の支払い利息及び企業債取扱諸費と（２）の雑支出と

合わせまして，１億6,７１０万5,９３９円でございます。その結果，経常利益につきましては，

右端の列，下から１行目になりますが，４億3,７４６万9,０６５円となりました。 

 ９８ページをお開き願います。 

 ５の特別利益でございますが，（１）の過年度損益修正益から（３）の補助金まで合わせまし

て，4,３３５万5,８３１円でございます。 

 ６の特別損失でございますが，（１）の災害による損失と（２）のその他特別損失と合わせま

して，5,２１８万6,６１６円でございます。その結果，当年度純利益は，右端の列，上から２行

目になりますが，４億2,８６３万8,２８０円となっております。前年度繰越欠損金が１億3,３５

９万4,５４２円，その他未処分利益剰余金変動額がゼロ円でございますので，当年度未処分利益

剰余金につきましては，右端の列，下から１行目になりますが，２億9,５０４万3,７３８円とな

っております。 

 ９９ページをご覧願います。 

 令和元年度常陸太田市下水道事業等利益等剰余金計算書でございますが，ここでの説明は省略

させていただきますので，恐れ入ります，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 １００ページをお開き願います。 

 令和元年度常陸太田市下水道事業等剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げます。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明させていただきまし

た当年度末残高２億9,５０４万3,７３８円のうち，8,６１８万５５５円を減債積立金に積立てま

すとともに，資本的収支の不足額に補塡いたしました１億6,１６３万2,０００円を資本金に組入

れ，処分後残高を4,７２３万1,１８３円とするものでございます。これによりまして，左端の列，

資本金につきましては，処分後残高が２８億２７８万8,７２６円となるものでございます。 
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 １０１ページをご覧願います。 

 令和２年３月３１日における貸借対照表でございます。 

 まず，資産の部でございますが，１の固定資産と１０２ページの２の流動資産を合わせました

資産合計は，１０２ページの右端の列，上から２行目になりますが，２５９億９６４万3,４０８

円でございます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，４の流動負債，１０３ページの５の繰延べ収

益まで合わせました負債合計は，１０３ページの右端の列，上から３行目になりますが，２２８

億3,３２４万5,６３０円でございます。 

 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，右端の

列，下から２行目になりますが，３０億7,６３９万7,７７８円で，負債と資本を合わせました合

計は，右端の列，下から１行目になりますが，２５９億９６４万3,４０８円でございます。１０

９ページから決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧置きいただきたいと

存じます。 

 議案第５５号から議案第５８号について，私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，

よろしくお願いいたします。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

 この際，監査委員より決算審査の結果について報告を求めます。江幡監査委員。 

〔江幡治監査委員 登壇〕 

○江幡治監査委員 令和元年度の決算審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。 

 初めに，一般会計及び特別会計の決算並びに基金の運用状況について申し上げます。 

 この決算審査は，「地方自治法」第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき実施

をいたしました。審査の対象としました決算及び書類につきましては，お手元の審査意見書の１

ページに，（１）から（３）の３項目に分けて記載をいたしました。 

 第１項目は，一般会計，国民健康保険特別会計，後期高齢者医療特別会計，介護保険特別会計，

以上４会計の歳入歳出決算でございます。 

 第２項目は，政令で定める書類でありまして，一般会計及び各特別会計それぞれの歳入歳出決

算事項別明細書，実質収支に関する調書並びに財産に関する調書でございます。 

 第３項目は，奨学基金，肉用牛特別導入事業基金及び印紙等購入基金について，その運用状況

を審査するための基金運用状況調書でございます。 

 決算の審査に当たりましては，一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書並びに政令で定める書

類等につきまして，関係諸帳簿，証書類を照査し，定期監査及び例月現金出納検査等の結果を参

考にしながら，決算の計数の正確性あるいは収入支出の合理性についての確認を行い，併せて関

係課職員からの聴取や説明を受け，審査を行いました。基金の運用状況につきましては，基金運

用状況調書，関係諸帳簿により，決算書及び政令で定められた書類の審査に準じて審査を行いま

した。 

 審査に付されました各会計の歳入歳出決算書，政令で定める書類は，いずれも関係法令に準拠



 ５０ 

して作成されており，計数は関係諸帳簿，証書類を照査した結果，それぞれ符合しており，正確

であることを認めました。また，基金につきましても，条例の目的に沿って適正に運用されてお

り，関係諸帳簿と符合し，計数的にも正確であることを認めました。 

 続きまして，公営企業会計の決算審査の経過と結果についてご報告をいたします。 

 この審査は，「地方公営企業法」第３０条第２項の規定に基づき実施をいたしました。 

 審査の対象は，水道事業会計，工業用水道事業会計，簡易水道事業会計，下水道事業等会計，

以上４会計の決算でございます。 

 審査に付されました書類は，決算書として決算報告書，財務諸表として損益計算書，剰余金計

算書，剰余金処分計算書及び貸借対照表，さらに決算附属書類として事業報告書，キャッシュ・

フロー計算書，収益費用明細書，固定資産明細書及び企業債明細書でございます。これらの書類

が「地方公営企業法」その他関係法令に準拠して適正に表示されているかどうか，経営成績及び

財政状況が適正に表示されているかどうかについて審査をいたしました。 

 その結果，審査に付されました決算報告書，財務諸表，その他の書類は，「地方公営企業関係

法令」に準拠して作成され，かつ計数は正確で，経営成績及び財政状況は適正に表示されている

ことを認めました。 

 以上，一般会計，各特別会計，公営企業各会計の決算審査の概要について申し上げました。詳

細につきましては，それぞれの意見書をご覧いただきますようお願いをいたします。 

○成井小太郎議長 報告は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第５９号ないし議案第６６号 

○成井小太郎議長 次，日程第５，議案第５９号令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第４

号）について，議案第６０号令和２年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて，議案第６１号令和２年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て，議案第６２号令和２年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）について，議案第

６３号令和２年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）について，議案第６４号令和２年

度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について，議案第６５号令和２年度常陸太

田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）について，議案第６６号令和２年度常陸太田市下水道

事業等会計補正予算（第１号）について，以上８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者に代わりましてご説明いたします。補正予算関係議案のうち，第５９

号から第６２号までの４件でございます。 

 別冊横長の議案書，令和２年第６回常陸太田市議会定例会補正予算書をご覧願います。１枚お

めくり願います。 

 議案第５９号は，令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）でございます。 

 １ページをお開き願います。 
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 第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ１０億４８万9,０００円を追加し，総額を３２５億４

６５万4,０００円とするものでございます。第２条で債務負担行為を，第３条で地方債の補正を

行っております。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，９ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 １段目の１０款地方特例交付金及び２段目の１１款地方交付税の補正につきましては，いずれ

も交付額の確定によるものでございます。 

 ３段目の１５款１項１目民生費国庫負担金の補正につきましては，歳出予算において補正をい

たします生活困窮者自立支援相談員の人件費として５６万5,０００円を追加するものでございま

す。 

 ４段目の１５款２項１目総務費国庫補助金のうち１節総務管理費補助金7,５４９万8,０００円

の補正につきましては，今回の補正の財源として交付されます新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を追加するものでございます。 

 同じく２節戸籍住民基本台帳管理費補助金の補正につきましては，歳出予算において補正をい

たします住民基本台帳システム等改修の財源として１２４万3,０００円を追加するものでござい

ます。 

 同款同項２目民生費国庫補助金のうち，１節社会福祉費補助金の補正につきましては，歳出予

算において補正をいたします生活保護システムの改修の財源として３３万円を追加するものでご

ざいます。 

 同じく２節児童福祉費補助金及び５段目の１６款２項２目民生費県補助金の補正につきまして

は，歳出予算において補正をいたします児童クラブ指導員の人件費として，合わせまして1,０４

９万6,０００円を追加するものでございます。 

 同じく同款同項４目農林水産業費県補助金の補正につきましては，右側，説明の欄１行目の儲

かる産地支援事業及び２行目の中山間地域農業基盤整備促進事業の財源といたしまして，合わせ

まして５２１万6,０００円を追加するものでございます。 

 最下段の１９款１項特別会計繰入金の補正につきましては，１目後期高齢者医療特別会計繰入

金，及び，次ページの１段目，２目介護保険特別会計繰入金，いずれも令和元年度決算額の確定

により一般会計への精算金を補正するものでございます。 

 １０ページ，２段目の１９款２項基金繰入金の補正につきましては，地方交付税の交付額確定

等による歳入増に伴い，財政調整基金繰入金を４億9,３６４万5,０００円減額するものでござい

ます。 

 ３段目の２０款繰越金の補正につきましては，令和元年度決算剰余金を今年度歳入へ編入する

ため，前年度繰越しとして８億6,７３７万1,０００円を追加するものでございます。 

 ４段目の２１款４項３目雑入のうち，右側，説明の欄２行目の地域伝統芸能等保存事業助成金

の補正につきましては，新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により，西金砂神社小祭礼が
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延期となったことに伴い，映像記録の保存事業に対する助成金２００万円を減額するものでござ

います。同じく，右側説明の欄４行目の行政代執行費用徴収費の補正につきましては，特定空き

家等に対する行政代執行が中止となったことに伴い，６１１万6,０００円を減額するものでござ

います。 

 最下段の２２款１項７目臨時財政対策債の補正につきましては，借入れ可能額の確定に伴い，

2,９５９万4,０００円を減額するものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございますが，新型コロナウイルス感染症対策事業に係る補正につきまし

ては，後ほど別紙資料により一括して説明させていただき，一般の補正につきまして，補正予算

書によりご説明いたします。 

 なお，今回の補正は，各費目にわたり職員の定期人事異動及び会計年度任用職員の任用決定に

伴う人件費の増減がございますが，これらにつきましては説明を割愛し，主要な事項について説

明をさせていただきます。 

 １１ページをご覧願います。 

 下段の２款１項３目財政管理費の補正につきましては，「地方財政法」に基づく歳計剰余金の

積立てといたしまして実質収支の２分の１，５億5,８６８万6,０００円を財政調整基金へ積み立

てるものでございます。 

 １２ページをお開き願います。 

 上段は，款項の記載はございませんが，２款１項総務管理費でございます。１１目市民活動費

の１４節工事請負費につきましては，本年６月に追加で補正をいたしました特定空き家等の行政

代執行費用でございますが，所有者において除却作業を実施したことにより，６１１万6,０００

円を減額するものでございます。 

 １３ページをご覧願います。 

 ２段目の２款３項１目戸籍住民基本台帳費の１２節委託料の補正につきましては，「デジタル

手続法」改正に伴い住民基本台帳システム等を改修するため，１２４万3,０００円を追加するも

のでございます。 

 １５ページをお開き願います。 

 上段は款項の記載はございませんが，３款１項社会福祉費でございます。８目社会福祉施設費

の１４節工事請負費の補正につきましては，総合福祉会館の下水道施設の経年劣化に伴う修繕費

用として６０５万円を追加するものでございます。 

 １６ページをお開き願います。 

 上段の３款３項１目生活保護総務費１２節委託料の補正につきましては，国へ申請をしており

ました令和２年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金について，本年８月に内示があったこ

とに伴う補正でございます。「生活保護法」の改正に対応するため，システム改修費用として６

６万円を追加するものでございます。 

 下段の４款１項７目環境衛生費の補正につきましては，簡易水道事業会計に対する補助金及び
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出資金の補正でございます。本市における簡易水道事業及び下水道事業等は，昨年度より公営企

業会計に移行いたしました。公営企業会計への移行段階におきましては，保有する資産について

再評価を行い，本来，本年度当初予算編成時までに資産の再評価を行わなければなりませんが，

この作業が４月以降にずれ込んだため，増加した資産評価に対する減価償却費を一般会計からの

補助として追加するものでございます。これに伴い，１８節負担金，補助及び交付金は追加補正

となるところでございますが，補助金の一部を出資金へ組み替えるため，トータルとしては９５

９万1,０００円を減額するものでございます。同じく２２節投資及び出資金2,２７３万1,０００

円の補正につきましては，予算の組替えにより増額となるものでございます。７目環境衛生費と

して，合わせまして1,３１４万円を追加し，簡易水道事業会計へ繰り出すものでございます。 

 １７ページをご覧願います。 

 上段の４款２項２目塵芥処理費の補正につきましては，昨年の台風第１９号の災害ごみ仮置場

として使用しておりました宮の郷工業団地及び旧水府中央公民館跡地を原状復旧するため，運搬

した土砂の土壌分析検査及び残土処理並びに復旧工事に係る費用として，合わせまして3,４０１

万5,０００円を追加するものでございます。 

 １８ページをお開き願います。 

 上段は款項の記載はございませんが，５款１項農業費でございます。３目農業振興費の１８節

負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄，補助金，儲かる産地支援事業費の補正につきま

しては，ＪＡ常陸梨部会が実施する多目的防災ネットの整備が本年６月に県の採択を受けたこと

に伴う補正でございます。 

 同款同項５目農地費の１８節負担金，補助及び交付金のうち，右側，説明の欄，補助金，中山

間地域農業基盤整備促進事業費につきましては，大中地区施設栽培組合が行う生産拡大のための

基盤整備事業が本年５月に県の採択を受けたことに伴う補正でございます。 

 ２０ページをお開き願います。 

 最下段の７款５項１目下水道費の補正につきましては，下水道事業等会計に対する負担金及び

補助金並びに出資金の補正でございます。先ほどご説明いたしました簡易水道事業会計と同様の

理由により，増加した減価償却費に対する一般会計からの補助を追加するものでございます。こ

れに伴い，１８節負担金，補助及び交付金の右側，説明の欄の負担金，補助金ともに追加となる

ところでございますが，補助金におきましては，一部を負担金及び出資金へ組み替えるため，1,

３８６万3,０００円を減額するものでございます。補助金の一部組替えに伴い，同欄の負担金が

5,１２４万8,０００円追加となり，１８節全体で3,７３８万5,０００円の増額となります。２３

節投資及び出資金につきましては，組替え及び減価償却費の増に伴い３億1,２６０万5,０００円

を追加するものでございます。１目下水道費として，合わせまして３億4,９９９万円を追加し，

下水道事業会計へ繰出すものでございます。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして２５ページをお開き願います。２５ページです。 

 下段の１１款１項公債費につきましては，借入れました市債について利率が低下したことによ

る減額でございます。 
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 一般分の補正につきましては以上でございます。 

 恐れ入りますが，別途資料をご覧願います。 

 Ａ３縦長の資料，令和２年第６回市議会定例会議案第５９号資料，一般会計第４回補正予算に

おける新型コロナウイルス感染症対策事業概要でございます。 

 事業は，大きく４つの区分で実施をしてまいります。 

 １は，子育て世帯向け事業でございます。ご覧の２事業を追加いたします。財源は，新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 １は，ひとり暮らし等学生生活応援（第２弾）でございます。予算措置は，２款１項１５目諸

費に１１節役務費及び１２節委託料，合わせまして１７８万8,０００円を追加するものでござい

ます。 

 事業内容でございますが，新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により帰省できない状況

が長期化している一人暮らし等をする学生の生活を応援するため，常陸太田市産の食材等を送付

するものでございます。対象者につきましては，前回は県外在住者としたところでございますが，

今回は市外在住者に拡充し，４５０人を見込みました。送付物資及び業務委託予定先並びに委託

期間は記載のとおりでございます。 

 ２は，修学旅行中止に伴う旅行契約取消料支援でございます。予算措置は，９款３項２目教育

振興費に１８節負担金，補助及び交付金７８万円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，修学旅行を中止したことにより発生した旅行契約取消料を補助する

ものでございます。対象者は，市立中学校の保護者３５２名を見込むものでございます。 

 以上，子育て世帯向け事業として，合計２５６万8,０００円を計上いたしました。 

 ２は，事業者等向け事業でございます。ご覧の３事業を追加いたします。 

 １は木との触れあいづくり事業でございます。予算措置は５款２項２目林業振興費に１２節委

託料１６８万3,０００円を追加するものでございます。財源は，新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 事業内容でございますが，新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により住宅需要が停滞し，

木材使用が減少したことを受け，市内保育園等へ地元産材を活用した木製玩具等を配付し，木材

の普及啓発を行うものでございます。配布，啓発対象施設は市内保育園など１９施設，配付物及

び個数は１施設当たり木製玩具及びプランター各１０個程度。業務委託予定先は市森林組合，委

託期間は契約締結日から５か月間でございます。 

 ２は，緊急家賃支援金でございます。予算措置は，６款１項２目商工振興費に１８節負担金，

補助及び交付金2,７００万円を追加するものでございます。財源は，新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 事業内容でございますが，国の家賃支援給付金の対象とならない市内事業者の事業継続と経営

安定化に資するため，土地・建物の賃借に係る家賃等を軽減する支援金を給付するものでござい

ます。支給対象者は，市内に本社または本店を有する事業者で，本年５月から１２月までの間に

前年同月比で２０％以上５０％未満減収となった月のあるもの９０事業者を見込むもので，支給
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上限額は３０万円。算定方法は家賃等の２分の１，限度額５万円の６か月分でございます。事業

開始時期は９月中を見込んでおります。 

 ３は，指定管理者休業補償でございます。予算措置はご覧の科目に２１節補償補塡及び賠償金

合わせまして，６７８万7,０００円を追加するものでございます。財源は，一般財源を充当いた

します。 

 事業内容でございますが，新型コロナウイルス感染症感染拡大により，市の方針に基づき本年

３月に休業措置を実施した施設の指定管理者に対し，減収相当分を補償するものでございます。

補償対象者は，総合福祉会館，水府ふるさとセンター，里美温泉保養施設，西山研修所，温水プ

ールの各指定管理者でございます。補償額は，本年３月の減収額の９割といたします。ただし，

令和元年度決算のマイナス収支額のほうが少ない場合は，その額とするものでございます。なお，

本年４月以降の休業に係る補償につきましては，各施設の運営状況を注視して検討をしてまいり

ます。 

 以上，事業者等向け事業として，合計3,５４７万円を計上いたしました。 

 ３は，新型コロナウイルス感染症に対応した避難所の整備で，市立小中学校体育館トイレの洋

式化でございます。予算措置は，９款２項１目小学校管理費及び同款３項１目中学校管理費に１

０節需用費，合わせまして1,３２７万8,０００円を追加するものでございます。財源は，新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 事業内容でございますが，避難所となる市立小中学校体育館の和式トイレについて，子どもか

ら高齢者まで幅広い年齢層が利用しやすい洋式トイレへ改修するものでございます。改修対象学

校は，太田小学校をはじめ，合計１３校３４か所でございます。 

 ４は，公共施設における感染拡大防止対策の強化でございます。ご覧の２事業を追加いたしま

す。財源は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 １は，市庁舎窓口における感染拡大防止対策でございます。予算措置は，２款１項５目財産管

理費及び同款同項７目支所費に，１４節工事請負費及び１７節備品購入費を合わせまして２１５

万1,０００円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，市庁舎の窓口における飛沫感染防止強化のため，仮設のビニールに

替え常設のロールカーテン等を設置するもので，設置場所は，本庁舎及び分庁舎並びに各支所の

窓口９か所でございます。 

 ２は，テレワーク，オンライン会議環境整備でございます。予算措置は，２款１項９目情報通

信管理費に１０節需用費から１７節備品購入費まで合わせまして2,８８１万8,０００円を追加す

るものでございます。 

 事業内容でございますが，国が示す新しい生活様式に対応するため，市の業務においてテレワ

ーク及びオンライン会議ができるよう環境を整備し，感染リスクの軽減と事務の効率化を図るも

のでございます。整備内容は，テレワーク，オンライン会議，いずれも新たにパソコン等を導入

するとともに，テレワークシステムを整備するものでございます。 

 以上，公共施設における感染拡大防止対策の強化として合計3,０９６万9,０００円を計上いた
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しました。 

 最下段，合計でございますが，８事業に8,２２８万5,０００円を追加し，新型コロナウイルス

感染症拡大防止に対する対応，及び感染拡大の影響を受けた地域経済，市民生活の支援に引き続

き全力で取り組んでまいります。 

 恐れ入りますが，補正予算書にお戻り願います。５ページでございます。補正予算書の５ペー

ジでございます。 

 第２表は債務負担行為補正でございます。 

 １の追加でございますが，乗り合いタクシー運行補償及び認定こども園通園バス運転業務につ

きましては，いずれも事業者が来年４月から業務を請け負うに当たり，運輸局から旅客自動車運

送事業の許可を取得する期間として４か月程度を確保する必要がありますことから，今回，債務

の負担を行うものでございます。 

 ６ページをお開き願います。 

 第３表は地方債補正でございます。 

 １の変更でございますが，臨時財政対策債につきましては，発行可能額の確定により2,９５９

万4,０００円を減額し，限度額合計を左側の２５億3,９００万円から，右側の２５億９４０万6,

０００円とするものでございます。 

 議案第５９号は以上でございます。 

 続きまして，議案第６０号は，令和２年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,１４６万6,０００円を追加し，総額を５５億８８７

万5,０００円とするものでございます。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 ６款２項１目支払準備基金繰入金の補正につきましては，歳入歳出の予算調整による減額でご

ざいます。 

 ７款繰越金の補正につきましては，令和元年度決算による繰越金の確定に伴うものでございま

す。 

 歳入は以上でございます。 

 ７ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 上段の１款１項１目一般管理費，及び中段の同款２項１目徴税総務費の補正につきましては，

職員の異動等に伴うものでございます。 

 下段の５款２項１目特定健康診査等事業費の補正につきましては，会計年度任用職員の報酬単

価の確定による増額でございます。 
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 ８ページをお開き願います。 

 ６款基金積立金の補正につきましては，令和元年度決算繰越しに伴いまして8,１１６万7,００

０円を支払い準備基金へ積み立てるものでございます。 

 議案第６０号は以上でございます。 

 続きまして，議案第６１号は，令和２年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ６５万5,０００円を追加し，総額を８億3,４７５万9,

０００円とするものでございます。詳細につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 ４款繰越金の補正につきましては，令和元年度決算に伴うものでございます。 

 ５款諸収入の補正につきましては，歳出における保険料還付金の増額分について，後期高齢者

医療広域連合から交付されるものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 ７ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 上段の３款１項１目保険料還付金の補正につきましては，資格喪失者等への保険料還付金に不

足が見込まれますことから，２０万8,０００円を増額するものでございます。 

 中段の３款２項１目一般会計繰出金の補正につきましては，令和元年度の事務費繰入金精算に

伴うものでございます。 

 下段の予備費の補正につきましては，歳入歳出予算の予算調整に伴うものでございます。 

 議案第６１号は以上でございます。 

 続きまして，議案第６２号は，令和２年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）で

ございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,５６７万6,０００円を追加し，総額を６０億4,５

６８万円とするものでございます。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。 

 歳入でございます。 

 上段の４款１項支払基金交付金につきましては，令和元年度の実績に伴う交付金の確定による

補正でございます。 

 ２段目の７款１項一般会計繰入金につきましては，職員の異動等に伴う補正でございます。 

 ３段目の同款２項基金繰入金，及び最下段の８款繰越金の補正につきましては，令和元年度決

算に伴うものでございます。 
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 歳入は以上でございます。 

 ７ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 上段の１款１項総務管理費，及び中段の同款３項介護認定審査会費につきましては，職員の異

動等に伴う補正でございます。 

 下段の６款基金積立金の補正につきましては，令和元年度決算による繰越金の確定に伴い3,９

８４万2,０００円を積み立てるものでございます。 

 ８ページをお開き願います。 

 ８款１項償還金及び還付加算金，２段目の同款２項繰出金の補正につきましては，令和元年度

決算に伴う国・県支出金，支払基金交付金及び一般会計繰出金について精算するものでございま

す。 

 補正予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げま

す。 

○成井小太郎議長 上下水道部長。 

〔畠山卓也上下水道部長 登壇〕 

○畠山卓也上下水道部長 提案者に代わりまして，議案第６３号から議案第６６号までの４件に

ついてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，別冊横長の議案書，令和２年第６回常陸太田市議会定例会補正予算書の議案

第６３号のページをお開き願います。 

 議案第６３号は，令和２年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量の補正でございまして，（４）の主要な建設改良事業につきまして６６

７万7,０００円を補正するものでございます。 

 第３条は収益的収入及び支出の補正でございます。収入につきまして，第１款第２項の営業外

収益を６６７万7,０００円減額し，支出の第１款第１項の営業費用を６６７万7,０００円減額す

るものでございます。 

 第４条は資本的収入及び支出の補正でございます。補塡財源等につきましてはご覧のとおりで

ございまして，収入の第１款第１項の出資金と第４項の補助金等を合わせまして，６６７万6,０

００円を追加するものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款第１項の建設改良費と第３項の補助金返還金等を合わせまして，

７８９万4,０００円を追加するものでございます。 

 第５条は，予定支出の各項の経費の金額の流用の補正でございますが，予定支出の各項の経費

の金額を流用することができるものから特別損失を削除し，営業費用及び営業外費用の相互間の

流用と改めるものでございます。 
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 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１３ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款２項２目１節の一般会計補助金の補正につきましては，充当事業となります施設浸水対策

基本設計業務委託料を建設改良に関する委託料といたしまして，資本的支出の上水道拡張費へ組

み替えることに伴いまして，資本的収入の出資金へ組み替えますため，６６７万7,０００円を減

額するものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款１項１目１０節委託料の補正につきましては，施設浸水対策基本設計業務委託料を建設改

良に関する委託料といたしまして資本的支出の上水道拡張費へ組み替えますため，６６７万7,０

００円を減額するものでございます。 

 １４ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款３項１目１節の一般会計出資金の補正につきましては，収益的収入の一般会計補助金から

の組替えと，同じく資本的収入の１款４項１目１節の一般会計補助金から予算の組替えをするこ

とに伴い，合わせまして1,３３２万8,０００円を追加するものでございます。 

 また，同款４項１目１節の一般会計補助金の補正につきましては，６６５万2,０００円を減額

し，同款３項の出資金へ組み替えるものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款１項１目１節の委託料につきましては，収益的支出から施設浸水対策基本設計業務委託を

組み替えますとともに，２目１節の委託料，施設浸水対策実施設計業務委託を２目の上水道改良

費から組替えをすることに伴いまして，合わせまして1,６６５万4,０００円を追加するものでご

ざいます。 

 １５ページをご覧願います。 

 同款同項２目１節の委託料の補正につきましては，施設浸水対策実施設計業務委託を１目の上

水道拡張費へ組替えをすることに伴いまして，９９７万7,０００円を減額するものでございます。 

 次に，同款３項１目１節の国庫補助金返還金でございますが，水道事業会計における令和元年

度の特定収入割合が５％以下となりましたことに伴いまして，「消費税法」及び国庫補助金交付

要綱の規定によりまして，令和元年度に実施いたしました茅根取水場非常用自家発電設備工事に

対します国庫補助金に係る消費税相当額を国へ返還することとなりましたため，１２１万7,００

０円を追加するものでございます。 

 なお，３ページから１２ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが，後ほ

どご覧置きいただきたいと存じます。 

 議案第６３号は以上でございます。 

 続きまして，議案第６４号のページをお開き願います。 

 議案第６４号は，令和２年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 
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 １ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量の補正でございまして，（４）の主要な建設改良事業について１１１万

1,０００円補正するものでございます。 

 第３条は収益的収入及び支出の補正でございます。収入につきまして，第１款第２項の営業外

収益を１１１万1,０００円減額し，支出の第１款第１項の営業費用を１１１万1,０００円減額す

るものでございます。 

 第４条は資本的収入及び支出の補正でございます。補塡財源等につきましてはご覧のとおりで

ございまして，収入の第１款第２項の出資金と第３項の補助金と合わせまして，１１１万1,００

０円を追加するものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 支出でございますが，第１款第１項の建設改良費を１１１万1,０００円追加するものでござい

ます。 

 第５条は予定支出の各項の経費の金額の流用の補正でございますが，予定支出の各項の経費の

金額を利用することができるものから特別損失を削除し，営業費用及び営業外費用の相互間の流

用と改めるものでございます。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１３ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款２項２目１節の一般会計補助金につきましては，充当事業となります支出予算の施設浸水

対策基本設計業務委託料を資本的支出の工業用水道拡張費へ組み替えることに伴いまして，資本

的収入の出資金へ組み替えますため，１１１万1,０００円を減額するものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款１項２目５節委託料の施設浸水対策基本設計業務委託料につきまして，建設改良に関する

委託料となりますことから，資本的支出工業用水道拡張費の委託料へ組み替えますため，１１１

万1,０００円を減額するものでございます。 

 １４ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款２項１目１節の一般会計出資金につきましては，収益的収入の一般会計補助金からの組替

えと，資本的収入の１款３項１目１節の一般会計補助金から，予算の組替えをすることに伴いま

して，合わせまして６１８万2,０００円を追加するものでございます。 

 また，同款３項１目１節の一般会計補助金につきましては，支出予算の施設浸水対策実施設計

業務委託料の財源としておりました５０７万1,０００円を減額し，同款２項の出資金へ組み替え

るものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款１項１目１節の委託料につきましては，収益的支出から施設浸水対策基本設計業務委託料
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を組み替えますとともに，２目１節の委託料施設浸水対策実施設計業務委託料を２目の工業用水

道改良費から組替えをすることに伴いまして，合わせまして６１８万2,０００円を追加するもの

でございます。 

 １５ページをご覧願います。 

 同款同項２目１節の委託料につきましては，施設浸水対策実施設計業務委託料を１目の工業用

水道拡張費へ組替えをすることに伴いまして，５０７万1,０００円を減額するものでございます。 

 なお，３ページから１２ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが，後ほ

どご覧置きいただきたいと存じます。 

 議案第６４号は以上でございます。 

 続きまして，議案第６５号でございます。 

 令和２年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量の補正でございまして，（４）の主要な建設改良事業について2,０９４

万5,０００円を補正するものでございます。 

 第３条は収益的収入及び支出の補正でございます。収入につきまして，第１款第２項の営業外

収益を3,２７７万9,０００円追加しますとともに，支出の第１款第１項の営業費用と第２項の営

業外費用と合わせまして，3,５８７万7,０００円を追加するものでございます。 

 第４条は資本的収入及び支出の補正でございます。補塡財源等につきましてはご覧のとおりで

ございまして，収入の第１款第３項の出資金と第４項の補助金と合わせまして，１０９万3,００

０円を追加するものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 第５条は企業債の補正でございますが，国から示されました過疎対策事業の借入枠の縮減に伴

いまして，限度額合計に変わりはございませんが，ご覧のとおり，簡易水道事業と過疎対策事業

の借入限度額を改めるものでございます。 

 第６条は予定支出の各項の経費の金額の流用の補正でございますが，予定支出の各項の経費の

金額を流用することができるものから特別損失を削除し，営業費用及び営業外費用の相互間の流

用と改めるものでございます。 

 補正内容の詳細につきましては，本日配付をさせていただきましたＡ４縦長の資料，令和２年

第６回市議会定例会，議案第６５号，議案第６６号資料によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，資料をご覧願います。 

 令和２年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）及び常陸太田市下水道事業等会計

補正予算（第１号）についてでございます。 

 大きな１番，議案第６５号簡易水道事業会計補正予算（第１号）でございますが，今回の収益

的収入及び支出と資本的収入の補正につきましては，固定資産の再評価に伴う補正と，既に決定

しています予算の組替えによる補正でございます。 
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 （１）の固定資産の再評価による補正理由でございますが，まず①といたしまして，簡易水道

事業につきましては，令和元年度より公営企業会計と移行いたしましたけれども，公営企業会計

へ移行します場合，「地方公営企業法」等の規定によりまして，移行後に固定資産の再評価をし

なければならないところでございました。しかしながら，②といたしまして，職員の認識不足に

よりまして固定資産の整理までは行いましたが，再評価することを失念していたため，令和２年

度の当初予算には，再評価後の減価償却費や長期前受金戻入の見込額を計上できておりませんで

した。そのことから，③といたしまして，今回，令和元年度の決算整理を行います過程において

再評価を行っていないことが分かりましたため，再評価後の減価償却費や長期前受金戻入などに

つきまして，この９月に追加補正をさせていただくものでございます。 

 （２）の固定資産の再評価による補正内容でございますが，まず①の支出につきましては，固

定資産の再評価により，収益的支出の有形固定資産減価償却費，無形固定資産減価償却費，その

他雑支出を合わせまして，表の右側の増減額の欄にありますとおり，3,５８７万7,０００円を追

加させていただくものでございます。 

 次に，②の収入でございますが，固定資産の再評価により，収益的収入の一般会計補助金と長

期前受金戻入を合わせまして，歳出の補塡財源の一部としまして，表の右側の増減額の欄にあり

ますとおり，3,２７７万9,０００円を追加させていただくものでございます。 

 また，固定資産の再評価による補正以外の補正といたしまして，（３）その他の補正でござい

ますが，一般会計補助金から出資金への組替えによる補正をさせていただくものでございまして，

表の右端の増減額の欄にありますとおり１０９万3,０００円を追加させていただくものでござい

ます。 

 なお，議案書の３ページから１１ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入ります

が，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第６５号は以上でございます。 

 続きまして，恐れ入りますが議案書に戻っていただき，議案第６６号のページをお開き願いま

す。 

 議案第６６号は，令和２年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第１号）でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量の補正でございまして，（４）の主要な建設改良事業について，１の公

共下水道事業から４の個別合併処理浄化槽設置整備事業までを合わせまして，合計4,７４７万6,

０００円を補正するものでございます。 

 第３条は収益的収入及び支出の補正でございます。収入につきまして，第１款の公共下水道事

業収益から，２ページの第４款個別合併処理浄化槽設置整備事業収益までを合わせまして，合計

１億2,８０５万円を追加しますとともに，支出の第１款公共下水道事業費用から，第４款個別合

併処理浄化槽設置整備事業費までを合わせまして，合計7,８７９万円を追加するものでございま

す。 
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 第４条は資本的収入及び支出の補正でございます。補塡財源等につきましてはご覧のとおりで

ございまして，収入の第１款公共下水道事業資本的収入から，３ページの第４款個別合併処理浄

化槽設置整備事業資本的収入までを合わせまして，合計２億8,８３３万3,０００円を追加します

とともに，支出の第１款農業集落排水事業資本的支出の第１項建設改良費を６００万円追加する

ものでございます。 

 第５条は企業債の補正でございますが，国から示されました過疎対策事業の借入枠の縮減に伴

いまして，限度額合計に変わりはございませんが，ご覧のとおり，特定環境保全公共下水道建設

事業と過疎対策事業の借入限度額を改めるものでございます。 

 第６条は予定支出の各項の経費の金額の流用の補正でございますが，予定支出の各項の経費の

金額を流用することができるものから特別損失を削除し，営業費用及び営業外費用の相互間の流

用と改めるものでございます。 

 補正内容につきましては，配付をさせていただきましたＡ４縦長の資料，令和２年第６回市議

会定例会議案第６５号，議案第６６号の資料によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，資料の裏面をご覧願いたいと存じます。 

 大きな２番，議案第６６号下水道事業等会計補正予算（第１号）でございますが，今回の収益

的収入及び支出と資本的収入及び支出の補正につきましては，固定資産の再評価に伴う補正と，

既に決定しています予算の組替えによる補正でございます。 

 （１）固定資産の再評価による補正内容でございますが，まず①の支出につきましては，固定

資産の再評価により，収益的支出の有形固定資産減価償却費，無形固定資産減価償却費を合わせ

まして，表の右端の増減額の欄にありますとおり，8,４７９万円を追加させていただくものでご

ざいます。 

 次に，②の収入でございますが，固定資産の再評価により，収益的収入の他会計補助金と長期

前受金戻入を合わせまして，右の表の右端の上限額の欄にありますとおり，7,６８０万4,０００

円を追加させていただくものでございます。 

 また，その下の資本的収入につきましても，固定資産の再評価により，他会計出資金，他会計

補助金を合わせまして，表の右端の増減額の欄にありますとおり，２億8,８３３万3,０００円を

追加させていただくものでございます。 

 次に，固定資産の再評価による補正外の補正といたしまして，（２）その他の補正でございま

すが，①の支出といたしまして，収益的支出の委託料から資本的支出の委託料へ浸水対策基本設

計分を組替えいたしますため，収益的支出は６００万円を減額し，資本的支出は同額の６００万

円を追加するものでございます。 

 ②の収入でございますが，一般会計補助金から負担金へ組替えを行いますため，雨水処理負担

金として5,１２４万6,０００円を追加させていただくものでございます。 

 なお，議案書の４ページから１６ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入ります

が，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第６３号から議案第６６号について，私からの説明は以上でございますが，今回の簡易水
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道事業会計及び下水道事業会計の補正につきましては，固定資産の再評価を失念し，作業が遅れ

ましたことによりまして，令和２年度の当初予算に計上すべき減価償却費などについての追加補

正をさせていただく補正となりました。今後，さらなる上下水道部職員の意識の高揚を図るとと

もに管理体制の強化を図りまして，このようなことが起こらないよう努めてまいりたいと存じま

す。ご審議のほど，どうぞよろしくお願いいたします。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○成井小太郎議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は９月３日定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後０時１７分散会 


